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入 札 公 告 

 

 

 

次 の と お り 一 般 競 争 入 札 に 付 し ま す 。 

 

 

令 和 ８ 年  ６ 月  ４ 日  

 

 

                        国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構  

                              水 産 技 術 研 究 所   管 理 部 門 長   鈴 木  健 吾  

 

 

１ ． 調 達 内 容 

 

（ １ ） 調 達 件 名 及 び 数 量    ブ リ 育 成 業 務   一 式  

 

（ ２ ） 調 達 仕 様    入 札 説 明 書 に よ る 。  

 

（ ３ ） 履 行 期 限    令 和 ８ 年 １ ２ 月 １ ５ 日  

 

（ ４ ） 履 行 場 所     入 札 説 明 書 に よ る 。  

 

（ ５ ） 入 札 方 法     落 札 決 定 に 当 た っ て は 、 入 札 書 に 記 載 さ れ た 金 額 に 当 該  

金 額 の １ ０ ０ 分 の １ ０ に 相 当 す る 額 を 加 算 し た 金 額 （ 当 該  

金 額 に １ 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 金 額 を 切 り  

捨 て た 金 額 ） を も っ て 落 札 価 格 と す る の で 、 入 札 者 は 、 消  

費 税 及 び 地 方 消 費 税 に 係 る 課 税 事 業 者 で あ る か 免 税 事 業 者  

で あ る か を 問 わ ず 、 見 積 も っ た 契 約 希 望 金 額 の １ １ ０ 分 の  

１ ０ ０ に 相 当 す る 金 額 を 入 札 書 に 記 載 す る こ と 。  

 

２ ． 競 争 参 加 資 格 

 

（ １ ） 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 契 約 事 務 取 扱 規 程 （ 平 成 １ ３ 年 ４ 月 １ 日 付 け １  

３ 水 研 第 ６ ５ 号 ） 第 １ ２ 条 第 １ 項 及 び 第 １ ３ 条 の 規 定 に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。  

 

（ ２ ） 令 和 ７ ・ ８ ・ ９ 年 度 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 競 争 参 加 資 格 又 は 全 省 庁  

統 一 資 格 の ｢ 役 務 の 提 供 等 契 約 ｣ の 業 種 ｢ 調 査 ・ 研 究 ｣ 又 は 「 そ の 他 」 で 「 Ａ 」 、 「 Ｂ 」 、

「 Ｃ 」 又 は 「 Ｄ 」 い ず れ か の 等 級 に  

格 付 け さ れ て い る 者 で あ る こ と 。  

 

（ ３ ） 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 理 事 長 か ら 物 品 の 製 造 契 約 、 物 品 の 販 売 契 約 及  

び 役 務 等 契 約 指 名 停 止 措 置 要 領 に 基 づ く 指 名 停 止 を 受 け て い る 期 間 中 で な い こ と 。  

た だ し 、 全 省 庁 統 一 資 格 に 格 付 け さ れ て い る 者 で あ る 場 合 は 、 国 の 機 関 の 同 様 の 指 名 停 止  

措 置 要 領 に 基 づ く 指 名 停 止 を 受 け て い る 期 間 中 で な い こ と 。  

 

（ ４ ） 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ３ 年 法 律 第 ７ ７ 号 ） 第 ３ ２ 条  

第 １ 項 各 号 に 掲 げ る 者 で な い こ と 。  

 

 

３ ． 入 札 説 明 書 等 の 交 付 方 法      競 争 参 加 希 望 者 は 、 以 下 に よ り 入 札 説 明 書 等 （ 入 札 説

明 書 、 入 札 心 得 書 、 契 約 書 案 、 入 札 書 様 式 、 委 任 状 様 式

等 ） の 交 付 を 受 け る こ と 。  

① 直 接 交 付  

神 奈 川 県 横 浜 市 金 沢 区 福 浦 ２ － １ ２ － ４  

国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構  

水 産 技 術 研 究 所  管 理 部 門 管 理 課  

電  話  ０ ４ ５ － ７ ８ ８ － ７ ０ ９ １  

Ｆ Ａ Ｘ  ０ ４ ５ － ７ ８ ８ － ５ ０ ０ １  

② 宅 配 便 着 払 い に よ る 交 付  

任 意 書 式 に 「 ブ リ 育 成 業 務 入 札 説 明 書 宅 配 便 に て 希

望 」 と 記 入 し 、 社 名 、 担 当 者 名 、 住 所 、 電 話 番 号 を

記 載 の う え 、 上 記 ① あ て Ｆ Ａ Ｘ 送 信 す る こ と 。  

③ メ ー ル に よ る 交 付  

任 意 書 式 に 「 ブ リ 育 成 業 務 入 札 説 明 書 メ ー ル に て 希

望 」 と 記 入 し 、 社 名 、 担 当 者 名 、 メ ー ル ア ド レ ス 、

電 話 番 号 を 記 載 の う え 、 上 記 ① あ て Ｆ Ａ Ｘ 送 信 す る

こ と 。  

 

 

４ ． 入 札 説 明 会 の 日 時 及 び 場 所 等    仕 様 書 等 に 関 し 質 疑 が あ る 場 合 に は 、 令 和 ８ 年 ６ 月  

１ ２ 日 ま で に 上 記 ３ ． あ て に メ ー ル （ ア ド レ ス は 入 札 説

明 書 に 記 載 ） 又 は フ ァ ッ ク ス に て 質 疑 を 行 う こ と 。 当 日

ま で の 質 疑 を 取 り ま と め 、 回 答 は 入 札 説 明 書 受 領 者 全 員

に 対 し て 行 う と と も に 当 機 構 の ホ ー ム ペ ー ジ に て 公 表 す

る こ と に よ り 入 札 説 明 会 に 代 え る 。  
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                  な お 、 当 該 日 以 降 に 質 疑 が 発 生 し た 場 合 も 随 時 受 け 付

け 、 同 様 に 対 応 す る 。  

                  た だ し 、 質 疑 内 容 に 個 人 に 関 す る 情 報 で あ っ て 特 定 の

個 人 を 識 別 し 得 る 記 述 が あ る 場 合 及 び 法 人 等 の 財 産 権 等

を 侵 害 す る お そ れ の あ る 記 述 が あ る 場 合 に は 、 当 該 箇 所

を 伏 せ 又 は 当 該 質 疑 を 公 表 せ ず 、 質 疑 者 の み に 回 答 す る

こ と が あ る 。  

 

 

５ ． 入 札 の 日 時 及 び 場 所 等     

 

（ １ ） 入 札 の 日 時 及 び 場 所           令 和 ８ 年 ６ 月 １ ８ 日  １ １ 時 ０ ０ 分  

神 奈 川 県 横 浜 市 金 沢 区 福 浦 ２ － １ ２ － ４  

国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構  

                 横 浜 庁 舎  会 議 室   

 

（ ２ ） 郵 便 に よ る 入 札 書 の           令 和 ８ 年 ６ 月 １ ８ 日  １ ０ 時 ０ ０ 分  

           受 領 期 限 及 び 提 出 場 所        ３ ． ① に 同 じ 。  

 

 

６ ． そ  の  他  

 

（ １ ） 契 約 手 続 き に お い て  

使 用 す る 言 語 及 び 通 貨        日 本 語 及 び 日 本 国 通 貨 。  

 

（ ２ ） 入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金   免  除 。  

 

（ ３ ） 入 札 の 無 効      本 公 告 に 示 し た 競 争 参 加 資 格 の な い 者 の 提 出 し た 入 札  

書 及 び 入 札 に 関 す る 条 件 に 違 反 し た 入 札 書 は 無 効 と す る 。  

 

（ ４ ） 契 約 書 作 成 の 要 否       要 。  

 

（ ５ ） 落 札 者 の 決 定 方 法         予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 で 最 低 価 格 を も っ て 有 効 な 入 札

を 行 っ た 入 札 者 を 落 札 者 と す る 。  

 

（ ６ ） 競 争 参 加 者 は 、 入 札 の 際 に 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 の 資 格 審 査 結 果 通 知  

書 写 し 又 は 全 省 庁 統 一 資 格 の 資 格 審 査 結 果 通 知 書 写 し を 提 出 す る こ と 。  

 

（ ７ ） 詳 細 は 入 札 説 明 書 に よ る 。  

 

 

７ ． 契 約 に 係 る 情 報 の 公 表  

 

（ １ ） 公 表 の 対 象 と な る 契 約 先  

次 の ① 及 び ② い ず れ に も 該 当 す る 契 約 先  

①  当 機 構 に お い て 役 員 を 経 験 し た 者 （ 役 員 経 験 者 ） が 再 就 職 し て い る こ と 又 は 課 長

相 当 職 以 上 の 職 を 経 験 し た 者 （ 課 長 相 当 職 以 上 経 験 者 ） が 役 員 、 顧 問 等
※ 注 １  

と し

て 再 就 職 し て い る こ と  

②  当 機 構 と の 間 の 取 引 高 が 、 総 売 上 高 又 は 事 業 収 入 の ３ 分 の １ 以 上 を 占 め て い る こ

と
※ 注 ２

 

な お 、 「 当 機 構 」 と は 、 改 称 前 の 独 立 行 政 法 人 水 産 総 合 研 究 セ ン タ ー 及 び 国 立 研 究 開

発 法 人 水 産 総 合 研 究 セ ン タ ー 、 統 合 前 の 独 立 行 政 法 人 水 産 大 学 校 を 含 み ま す 。  

※ 注 １   「 役 員 、 顧 問 等 」 に は 、 役 員 、 顧 問 の ほ か 、 相 談 役 そ の 他 い か な る 名 称 を 有 す

る 者 で あ る か を 問 わ ず 、 経 営 や 業 務 運 営 に つ い て 、 助 言 す る こ と 等 に よ り 影 響 力

を 与 え る と 認 め ら れ る 者 を 含 む 。  

※ 注 ２   総 売 上 高 又 は 事 業 収 入 の 額 は 、 当 該 契 約 の 締 結 日 に お け る 直 近 の 財 務 諸 表 に 掲

げ ら れ た 額 に よ る こ と と し 、 取 引 高 は 当 該 財 務 諸 表 の 対 象 事 業 年 度 に お け る 取 引

の 実 績 に よ る 。  

 

（ ２ ） 公 表 す る 情 報  

上 記 （ １ ） に 該 当 す る 契 約 先 に つ い て 、 契 約 ご と に 、 物 品 役 務 等 の 名 称 及 び 数 量 、 契

約 締 結 日 、 契 約 先 の 名 称 、 契 約 金 額 等 と 併 せ 、 次 に 掲 げ る 情 報 を 公 表 す る 。  

①  当 機 構 の 役 員 経 験 者 及 び 課 長 相 当 職 以 上 経 験 者 （ 当 機 構 Ｏ Ｂ ） の 人 数 、 職 名 及 び

当 機 構 に お け る 最 終 職 名  

②  当 機 構 と の 間 の 取 引 高  

③  総 売 上 高 又 は 事 業 収 入 に 占 め る 当 機 構 と の 間 の 取 引 高 の 割 合 が 、 次 の 区 分 の い ず

れ か に 該 当 す る 旨  

３ 分 の １ 以 上 ２ 分 の １ 未 満 、 ２ 分 の １ 以 上 ３ 分 の ２ 未 満 又 は ３ 分 の ２ 以 上  

④  一 者 応 札 又 は 一 者 応 募 で あ る 場 合 は そ の 旨  

 

（ ３ ） 当 機 構 に 提 供 し て い た だ く 情 報  

①  契 約 締 結 日 時 点 で 在 職 し て い る 当 機 構 Ｏ Ｂ に 係 る 情 報 （ 人 数 、 現 在 の 職 名 及 び 当

機 構 に お け る 最 終 職 名 等 ）  

②  直 近 の 事 業 年 度 に お け る 総 売 上 高 又 は 事 業 収 入 及 び 当 機 構 と の 間 の 取 引 高  

 

（ ４ ） 公 表 日  
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契 約 締 結 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 原 則 と し て ７ ２ 日 以 内 （ ４ 月 に 締 結 し た 契 約 に つ い て

は 原 則 と し て ９ ３ 日 以 内 ）  

 

（ ５ ） そ の 他  

当 機 構 ホ ー ム ペ ー ジ （ 契 約 に 関 す る 情 報 ） に 「 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構

が 行 う 契 約 に 係 る 情 報 の 公 表 に つ い て 」 が 掲 載 さ れ て い る の で ご 確 認 い た だ く と と も

に 、 所 要 の 情 報 の 当 機 構 へ の 提 供 及 び 情 報 の 公 表 に 同 意 の 上 で 、 応 札 若 し く は 応 募 又 は

契 約 の 締 結 を 行 っ て い た だ く よ う ご 理 解 と ご 協 力 を お 願 い い た し ま す 。  

な お 、 応 札 若 し く は 応 募 又 は 契 約 の 締 結 を も っ て 同 意 さ れ た も の と み な さ せ て い た だ

き ま す の で 、 ご 了 知 願 い ま す 。  

 

 

８ ． 公 的 研 究 費 の 不 正 防 止 に か か る 「 誓 約 書 」 の 提 出 に つ い て  

 

当 機 構 で は 、 国 よ り 示 さ れ た 「 研 究 機 関 に お け る 公 的 研 究 費 の 管 理 ・ 監 査 の ガ イ ド ラ イ ン

（ 実 施 基 準 ） 」 （ 平 成 １ ９ 年 ２ 月 １ ５ 日 文 部 科 学 大 臣 決 定 ） に 沿 っ て 、 公 的 研 究 費 の 契 約 等

に お け る 不 正 防 止 の 取 り 組 み を 行 っ て お り 、 取 り 組 み の ひ と つ と し て 、 取 引 先 の 皆 様 に 「 国

立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 と の 契 約 等 に あ た っ て の 注 意 事 項 」 （ U R L ： h t t p s : / / w w w .

f r a . g o . j p / h o m e / k e i y a k u / f i l e s / p l e d g e _ r e q u e s t n o t e _ c o n t r a c t 2 . p d f ） を ご 理 解 い た だ き 、 一

定 金 額 以 上 の 契 約 に 際 し て 、 当 該 注 意 事 項 を 遵 守 す る 旨 の 「 誓 約 書 」 の 提 出 を お 願 い し て い

ま す 。  

公 的 研 究 費 の 不 正 防 止 関 係 書 類 （ ① 公 的 研 究 費 の 不 正 防 止 に か か る 「 誓 約 書 」 の 提 出 に つ

い て 、 ② 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 と の 契 約 等 に あ た っ て の 注 意 事 項 、 ③ 誓 約

書 ） は 、 入 札 説 明 書 に 添 付 し ま す の で 、 契 約 相 手 方 と な っ た 場 合 は 、 誓 約 書 の 提 出 を お 願 い

し ま す 。  

な お 、 当 機 構 の 本 部 、 研 究 所 、 開 発 調 査 セ ン タ ー 、 水 産 大 学 校 い ず れ か １ 箇 所 に １ 回 提 出

し て い た だ け れ ば 、 当 機 構 内 の 次 回 以 降 の 契 約 で は 再 提 出 す る 必 要 は あ り ま せ ん 。  



１．件　　　名

２．業務目的

３．業務場所    

　

４．業務期限

５．業務内容

６．成果品提出 １）

送付先： 神奈川県横浜市金沢区福浦２−12−４

２） 給餌量及び育成魚の測定値を取りまとめＡ４サイズに印刷し、各２部を担当職員に郵送すること。

７．そ の 他 １） ６．成果品のブリは食品になるため、水揚げ及び検査後、速やかに氷冷・箱詰めすること。  

２） 本業務の実施に必要な設備、電力等は、請負者が準備または負担すること。

３） ブリの発送は原則、即日発送とするが天候、交通事情等により遅滞することはやむを得ない。

４） 詳細については担当職員の指示に従うこと。

国立研究開発法人水産研究・教育機構　水産技術研究所横浜庁舎

別紙のとおり

 業　務　仕　様　書

ブリ育成業務

本業務は、ブリの夏季生残率と長期育成における効果を評価するため、当所が指定する条件のも

と、ミズアブ配合飼料を用い、ブリを育成することを目的とする。

請負業者指定先

令和8年12月15日

育成したブリを各区より30尾ずつ水揚げし、活け締めをおこない、担当職員による検査に合格

すること。検査合格後、各区より20尾を選定、氷冷箱詰めし、当機構横浜庁舎に送付すること。

さらに残りの10尾については五枚卸としたうえで、真空パックを施し、-30℃のブライン凍結をお

こなった後、同じく当機構横浜庁舎に送付すること。これらの水揚げ、箱詰め（氷入り）、ブライ

ン凍結、発送までの経費・送料については請負者が負担すること。

また、横浜庁舎へ運送する60尾以外の生存魚については、担当職員が指定する日に活け締

めをおこない、検査に合格した後、別途当所が契約する運送業者へ引き渡すこと。



別紙１

５．業務内容 １） 育成魚の入手

　 ２） 育成生け簀設置箇所及び生け簀へのブリの搬入

３） 育成期間

４） 飼料等の給餌作業

５） 育成魚の健康管理

６） 育成魚の斃死確認と体重測定

７） 育成環境の整備

８） 漁場環境測定

斃死魚の有無を目視で可能な限り１回／日以上確認し、斃死魚が出現した場合には取り上げ、日時、可能で

あれば斃死魚個体毎の体重を別途提示する記録用紙（別紙2）に記録すること。育成開始時に30尾を無作為

に取り上げ、体重測定すること。測定後の30尾については請負者が処分し、処分費用が生じた場合には請負

者が負担すること。

※水揚げ時（育成終了時）には全個体の体重を測定すること。

海藻等の繁茂による生け簀の目詰まりには十分に配慮し、ブリの成長速度が最大になるように努めること。

当所所有の漁場環境測定機器を担当職員が生け簀直下の海底と生け簀の筏上に設置するので、設置作業

のサポートを行うこと。設置機器のイメージは別紙２のとおりとする。

育成期間の前後及び期間中の合計４回、各1日、生け簀直下または近傍において採泥を伴う環境調査を実

施するため、調査実施日の調整を行った上で調査員の生け簀への案内と調査の実施を可能とすること。な

お、調査はすべて生け簀筏上で行い、潜水調査は実施しない。

ブリ類の出荷用魚を育成した実績がある箇所、もしくはその近隣とすること。

生け簀（概ね６m×６m×６m）は対照区と昆虫区の各１基ずつ用意し、15ｍ以上100m以下離れることが望まし

い。なお生け簀網は防汚染料（参考：関西ペイントのニュータイリョウ）で染めたもの使用すること。

各生け簀には200尾ずつ搬入すること。

残りの30尾については６）に則り体重を測定し、測定後の魚体については請負者が処分すること。

平均体重が概ね１kg、計430尾の健康なブリを入手すること。なお、ブリ種苗の起源は天然、人工を問わない

が、ブリ用３価以上混合ワクチンが注射されていること。

育成開始日は赤潮の盛期に入る８月１日以前を目標とする。育成期間は130日間を目標として、育成終了日

を令和8年11月30日から12月15日までの間に育成を終了させること。なお育成終了日は令和8年11月20日ま

でに協議の上、決定する。

当所より、対照区用と昆虫区用の飼料２種を支給する。

数量は各1,700㎏、納品形態は20㎏袋（1区画総量85袋）とする。なお飼料の追加支給は行わない。どちらか

の飼料を全量使用した際には、担当職員に相談すること。

給餌は毎日あるいは隔日の定時（概ね２時間以内の範囲）に飽食量を給餌し、給餌量を記録すること。ただ

し、担当職員の指示により給餌回数、給餌量を増減させることがある。また、時化、雷、津波などの気象状況

から給餌が困難と判断される場合は中止もやむを得ない。

支給した飼料以外のものを給餌しないこと。

対照区と昆虫区の飼料を混合したり、給餌すべき生け簀を混同しないこと。

支給飼料が残存した場合には、残存量を測定し、担当職員に報告、了承を得た上で必ず廃棄すること。なお

廃棄に要する経費については請負者が負担すること。

その他の詳細については契約締結後、担当職員と打ち合わせを行うこと。

育成期間は130日間を目標とし、個体の平均体重が開始時と比較して1.0ｋg以上増重させること。

疾病・赤潮等が発生した場合は担当職員へ報告し、指示を受け適切に対応すること。

魚病薬等を投入する場合は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（薬機

法）を遵守して育成すること。

水質、海水温の大幅かつ急な変化や摂食量の減少等が確認された場合には速やかに担当職員と協議を行

うこと。また、事故、赤潮、疾病・寄生虫発生などにより業務を中止せざるを得ない場合は、担当職員へ報告

し、了承を得た上でブリの納品も中止とする。この場合のブリ廃棄に要する経費は請負者が負担すること。



別紙２

日　時
生け簀

（どちらかを○で囲む）
体　重
（g）

備　考

対照区　・　昆虫区

対照区　・　昆虫区

対照区　・　昆虫区

対照区　・　昆虫区

対照区　・　昆虫区

対照区　・　昆虫区

対照区　・　昆虫区

対照区　・　昆虫区

対照区　・　昆虫区

対照区　・　昆虫区

対照区　・　昆虫区

対照区　・　昆虫区

対照区　・　昆虫区

対照区　・　昆虫区

対照区　・　昆虫区

対照区　・　昆虫区

対照区　・　昆虫区

対照区　・　昆虫区

対照区　・　昆虫区

対照区　・　昆虫区

対照区　・　昆虫区

対照区　・　昆虫区

対照区　・　昆虫区

対照区　・　昆虫区

対照区　・　昆虫区

対照区　・　昆虫区

斃死魚記録用紙



別紙３



別紙４

ブリ育成業務業務内容フロー図

・使用するブリの平均体重は概ね１㎏、計４３０尾

↓

・飼育箇所は、ブリ類の出荷用魚を育成した実績がある箇所もしくはその近隣

↓

・２００尾ずつ２基の生け簀（対照区と昆虫区、各概ね６ｍ×６ｍ×６ｍ）に収容

・残りの３０尾については、体重測定を行い、魚体は廃棄する

↓

・飼料等の給餌作業

↓

・育成魚の健康管理

・育成環境の整備

↓

・育成魚の斃死確認と体重測定

↓

・漁場環境測定

↓

・成果品提出

　育成したブリを各区より30尾ずつ水揚げし、活け締め後に業務内容６）の測定を行い、担当職員の検査に合格すること。

　検査後、以下のように処理し、当機構横浜庁舎に送付すること。

　送付するブリは各区で３０尾、計６０尾を予定。

　○各区２０尾を氷冷箱詰めし、当機構横浜庁舎に送付する。

　○各区１０尾を五枚卸とし、真空パック後、－３０度ブライン凍結し、当機構横浜庁舎に送付する。

　　また、横浜庁舎へ運送する６０尾以外の生存個体については、

　　担当職員が指定する日に活け締めをおこない、検査合格後、別途当所が契約する運送業者へ引き渡すこと。

　育成期間は１３０日間を目標とし、個体の平均体重が開始時に比較して1.0kg以上増重させること。

対照区

ブリ２００尾

昆虫区

ブリ２００尾

２種の飼料（対照区用と昆虫区用・各

1700㎏）を毎日あるいは隔日の定時

（概ね２時間以内の範囲）に飽食量を

給餌し、給餌量を記録すること。

対照区
取り上げ
ブリ３０尾

昆虫区
取り上げ
ブリ３０尾


